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W 　お わ りに あた っ て

1　 は じめに

　平成14年lI月学校教 育法 （以下 、 「学教 法」 とす る 。 ）が改正 され 、 大学 は 、

大学の 教育研究等 の 総合 的 な状況 に つ い て 認証評価機関 に よ る認証評価 を受

ける こ とが義務付け られ た
。 （69条の 3）本稿 で は 、 こ の 認証評価制 度 に つ い

て その 成立 に至 る ま で の 経 緯を概観 し、 平成 16年4月 か ら施行 され 、 そ の
一

歩を踏み 出 した 同制度 をめ ぐる現状 を分析 した うえで 、 今後評価 され る 側 と

して 大学が この 認証評価制度 を取 り込み 、 生 か して い くた め の 課題 を考察す

る 。

　我が 国高等教育機関に お ける認証評価制度 に関す る 論文等の 文献 は 、 すで

に少 なか らず世 に 出て お り、 本稿 は 、 認証評価制度 に つ い て 大上段 に立 っ て

検討す る こ とを目的 とす る もの で は な い 。 で は 、 なぜ 今 、 神 戸海星女子 学院
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大学 （以下 、 「本学」 とす る 。 ）紀要にお い て 認証評価制度 に つ い て 考察する

意義が あるの か 。 本学が近 い 時期 に 認証評価 を受ける に あた り、 単 に 受身 と

して 本制度に取 り組 むの で は な く、 教職 員があ まね くこ の 認証評価制度 を理

解 し、 認証評価 の 文化 を取 り込 み根付かせ 、 そ して 生か して い くこ とが 望 ま

れ る 。 そ こで 、 本稿 で 評価 を受 け る 側で あ る 大学の 視点か ら認証評価制度 を

考察する こ とは 、 本制度に 関す る議論の 材料提供な ど一
定 の役割を果 たす こ

とがで きる と思 われ る点に 、 そ の 意義を見出すこ ととしたい
。

皿　 認 証評価制度導入 に至 る までの 背景及び 本学等の 取 り組み

　すで に 、 認証 評価 制度 に 対す る大 学関係 者の 認識 は 、 相 当高 ま っ た もの と

思 われ る 。 しか しな が ら、 認証評価制度導入 に 至 る まで に は紆余曲折が あ っ

た とい うこ とは い うまで もな か ろ う。
こ こ で は 、 まず 、 認証評価制度が 導入

され る 背景 を概 観 し 、 そ の 過程 に お ける財 団法人大学基 準協 会 （以 下 、 「基

準協会」 とす る 。）及 び本学の 取 り組み を振 り返 る こ と とす る 。

　 1　自己評価期

　臨時教 育審議 会 （以下 、 「臨教 審」 とす る 。 ）「教 育改革 に関す る 第二 次答

申」 （昭和61年4月23 日）は 、 大学に対 し 「大学が そ の 社会的使命や 責任を 自

覚 し、 大学の根本理 念 に照 ら して 絶えず自己 の 教育 、 研 究お よび社会的寄与

に つ い て 検証 し 、 評価 を明 らか に す る と と もに 、 教育 、 研 究等の 状況 に つ い

て そ の 情 報 を広 く国 の 内外 に公 表」 す る こ と を要 請 した 。 さ ら に は、 「個別

の 大学の 自己評価 に と どまらず 、 大学団体が その メ ン バ ー大学 を相互 に 評価

し、 ア ク レ デ ィ テ
ー シ ョ ン を実施 し 、 大学団体 と して の 自治 を活性化する 」

こ との 重要性 を説い て い る 。

　昭和62年9月臨教審 は大学審議 会 （以下 、 「大学審」 とす る 。 ）へ と改編 さ

れ 、 そ の 答 申で あ る 「大学教 育 の 改善 に つ い て （答申）」 （平成 3年2月8日）
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は 、 「大学が 、 教 育研究水 準 の 向上 や活性化 に努め る とともに 、 その 社会的

責任 を果た して い くた め には 、 不 断の 自己点検 ・評価 を行い
、 改善へ の 努力

を行 っ て い くこ と」 が重 要 で あ る として 、 旧文部省令で あ る 大学設置基 準

（以下 、 「設置基準」 とす る 。 ）に対 し 、 大学の 自己評価 に つ い て 「各大学自

身 に よる教育研究活動に つ い て の 自己評価 に関す る努力」義務を定め る こ と

を要請 して い る 。
こ れ を受け 、 平成 3年6月設置基準 は 、 「各大学が 、 自 らの

責任 にお い て 教育研 究の 不 断 の 改善 を図 る よ う促す た め
， 自己点検 ・評価 シ

ス テ ム を導入す る」 と して 、 自己点検 ・自己評価の 実施 を努力義務化 した 。

　 こ の い わゆ る設置基準 の 大綱化 は 、 大学 に様々 な課題 を突 きつ けた わ けで

ある が 、 本学 に お い て も 、
こ れ らの 課題 に対応 すべ く検討 を重 ね た 。 殊 に、

自己点検 ・評価 の 実施 を行 うた め に 、 平成6年12月に 「自己点検 ・評価規程」

及 び 「自己点検 ・評価委員会規程」を制定 した 。

　大学の 自主的 努力 と相 互 的援 助 を通 じて そ の 教育研究 の 質 の 向上 を図 る こ

と を任 と して 成立 ・発足 した基準協会は 、
こ れ まで 継続 的 に実施 して きた適

格認定制度や ア メ リカ 合衆国の ア ク レ デ ィ テ
ー

シ ョ ン 等 を参考に 、平成 6年

11月 「大学評価 マ ニ ュ ア ル 」1） を公表 し 、 平成8年4月 、
こ の 改正 設置基準に

お ける 自己点検 ・評価の 実施の 努力義務化 に基づ き大学評価を 開始 した 。

2）

本学で は 、 平成10年3月 『現状 と課題 一 自己点検 ・評価報告書 一』を公 表 した 。

　2 第三者評価期

　平 成9年1月大学 審 は 、 「平成 12年度以 降の 高等 教育 の 将来構 想 に つ い て

（答 申）」 を提言 した 。
こ れ に は 、 前述 の 自己 評価期 に お ける 大学評価 の 置か

れ て い る方向性 とは 逆行す る表現 が現れ る こ と と なる 。

　「現在 、 多 くの 大学 で 自己点検 ・評価 の 取組 が 進 め られ て い る が 、 今 後
一

層 の 質 的向上 を 図 っ て い くた め に は 、 こ れ らの 自己点検 ・評価 の 定着状況 を

踏まえつ つ
、 教育研究の 評価 の 在 り方 に つ い て の 検討 も必要」 と前置 きしな
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が らも 、 「高等教 育 の 質的向上 の た め の 評 価の 在 り方 に つ い て は 、 学生 や 社

会の 側で 、 教 育に 関す る 情報の 十分 な把握が必 ず し も目指すべ き方向に 向か

うとは 限 らない 」 と し 、 「現行計画 に お い て は 、 関係者 に よ る相互 評価 シス

テ ム の 確 立 が提 言 され て い る が 、 日本で は 、 ア メ リカ 型 の 評価 シス テ ム は機

能 しに くく、 我 が 国独 自の 相 互 評価 シ ス テ ム を考 え る必 要が あ る の で は ない

か」 と指摘 して い る 。 「これ らを踏まえ、 高等教育機関に おける教育研究の

評価 の 在 り方に つ い て 今後検討す る必 要が あ る」 と 、 大学評価 の 方向性か ら

は後退す る記述 が見 られ る の で ある 。

　 しか し 、 大学審は 、 前年度の 答申を揺 り戻 すか の 如 く、 翌平 成 10年 10月

「二 十
一

世 紀の 大学像 と今後 の 改 革方策 に つ い て 一競争 的環境の 中で 個性が

輝 く大 学 一
（答 申）」 （以下 、 「大学審平 成10年答 申」 とす る 。 ） に お い て 、

厂二 十 一 世紀 にお い て 、 我が 国の 大学が 教育研 究 の 水準 向上 を進 め 、 世界の

トッ プ レ ベ ル の 大学 と伍 して 発展 して い くた め には 、社 会の 理解 と支援の 下 、

そ れ ぞれ の 大学 が 、 教育研究 の 個性 を伸ば し質を高め る た め の 環境を整備す

る こ とが 重要 で あ る 」 と した うえで 、 「自己 点検 ・評価 の 充実を 図る と と も

に 、 第三 者評価 シス テ ム の 導 入 な どを通 じて 多元 的 な評価 を行 い 、 大学の 個

性 を伸ば し、 教育研究の 内容 ・方法の 改善 に つ な げる シ ス テ ム を確立す る 必

要が あ る」 と、
一
転 して そ の 推進 を 図る よ う促す もの で あ っ た 。

3）

　以 後、 そ の 方向性は定 ま り、 翌 平成 11年9月に は 設 置基準 を改正 し 、 大学

の 自己点検 ・評 価 を義務化 し、 その 結果 を学外者に よ る検証 を努力義務 と し

た 。 学位授 与機構 は、 大学審平成 10年答 申に お ける 大学評価 の た め の 第三 者

機関 と して 、 大学評価 ・学位授与 機構 へ と改組 され 、 平 成13年度 よ り3年 に

わ た り試行 的評 価 を実施 した 。

4＞ こ の よ うな流れ の 中 、 本学 は 、 平成 14年6

月 、 大学 評価 申請書 類 を基準 協会 に 提 出 し 、 翌 平成 15年 3月基 準協会 か ら

「相 互 評価」に お ける適格認定 を受け る こ と とな っ た 。 そ して 、 6月に は 、 そ

の 結果 を 『自己点検 ・評価報告書 （第2版）（専任教員 の研究業績
一

覧表含む）』
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と して 公表 した。 さ らに 、 平成18年7月 、 「相 互評価」におい て 助言を付 され

た事項 に つ い て の 「改善報告書」 を基準協 会 に提 出 し 、 そ の 結果 、 平 成 19年

3月基準協会か ら 「改善報告書 に つ い て 満足で きる もの で あ る」 との 通知 を

受け るに 至 っ た。

　 3　認証評価制度導入

　平成 11年 に な る と 、 大学 を取 り巻 く環 境 は い っ そ う厳 しい 状況 に な る 。 少

子化の 影響は 、
い わゆ る大学全入時代の 到来を 自覚 させ るの で ある 。 さらに

は 、 高度情報化は 、 大学の 国際化 を加速 させ 、 大学 に 国際 レベ ル で の 競争 を

余儀 な くさせ る こ と と な っ た の で あ る 。 そ れ ゆ え 、 国際 レベ ル で 我 が 国の 大

学 の 質を保証す る必要性が高 まっ て きたの で ある 。

5）

　こ の よ うな少子化や 国際化 は 、 大学 に 限 られ る 問題 で は ない
。 我が 国社会

全 体 に お い て もい わ ゆ る失 わ れ た 10年 を取 り戻 すべ く 、 経 済の 建 て 直 しを

図 っ て い た 。 小 泉 内閣 に お い て 打 ち出 され た 規制改革 の 波 は大 学に も及 び 、

まさ に聖 域 の な い 改革が 断行 され た 。 平成 13年 12月総合 規制改 革会議 （議

長 ：宮内義彦）は 、 小泉純
一

郎首相 （当時） に 「規制改革の 推進 に関す る第

一 次答申」を答申し、 高等教育に お ける 自由な競争環境の 整備の
一
環 として、

「厳 しい 事前審査 を行 う
一

方で 、事後的 な監視点検が機 能 してい ない 状況が 、

自らの 提供す る 教育 サ
ー ビス に対す る責任感 の 欠如 とその 質の 低下 を招い て

い るの で は な い か とい う懸念が ある 。 そ こ で
、 大学が 自らの 判断 と責任 に お

い て 、 質の 高 い 教 育研究活動 を行 うこ とが で きる競争的 な環境に 向けて 、 大

学設置等 に 関す る 規制 を一 層緩和す る 一 方で 、 継続的 な第三 者 に よる評価認

証 （ア ク レ デ ィ テ ー シ ョ ン ）制度の 導入 な どの 監視体制 を整備す る 必要が あ

る」 と提 言 した 。 経済財 政 諮 問会議 にお い て も、 平成 14年 1月 に 「構 造改革

と経済財 政の 中期 展望」に お い て 、 「大学教育 に対 する公 的支援 に つ い て は 、

競争原理 を導入す る と と もに 、 第三 者評価 に よ る重点支援 を通 じて 、 世界最
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高水準の 大学 を育成す る 。 同時 に 、 質の 高い 教育研究活動の た め
、 継続的な

第三 者 に よ る 評価認証制度の 導入」 の 推進を要請 した 。

　平成14年8月 に は 、 中央教 育審議会 （以 下 、 「中教 審」 とす る 。 ）は 、 「大学

の 質 の 保証 に係 る 新 た なシ ス テ ム の 構築 につ い て （答申）」（以 下 、 「中教 審

平成 14年答 申」 とす る 。 ） に お い て 、 新 た な第三 者評価制 度の 導入 と して 、

「国に よ る事前規制 を最小 限の もの とし 、 設置後の 大学の 組織 運営や 教 育研

究活動 な どの 状 況 を定期 的 に評価 す る体制 を整備 す る との 観点か ら 、 様 々 な

第三 者評価機関が 活動 を展 開 して い る現状 を踏まえ、 国の 関与は 謙抑的 とし

つ つ こ れ らの 機 関を可 能な 限 り活用 し得 る新 た な評価シ ス テ ム を整備 し 、 大

学の 自主性 ・自立 性 に 配慮 しなが らその 教 育研究 の 質の 維持向上 を図 っ て い

くこ とが必 要で あ る」 と述べ
、 そ の ため 、 「大学 の 教育研 究活動 等の 状況 に

つ い て 、 様々 な第三 者評価機 関の うち国の 認証 を受けた機関 （認証評価機関）

が 、 自ら定め る 評価の 基準 に基づ き大学 を定期 的 に評価 し、 そ の 基準 を満た

す もの か どうか につ い て社会 に向けて 明らか にする こ とに よ り、 社会 に よる

評価 を受ける と と もに 、評価結果 を踏まえて 大学 が 自ら改善 を図 る こ とを促

す制度 を導入す る」 こ とを要請 した 。

　こ れ らの 答申を受け、 平成 14年11月学教 法は 、 平成16年度 か ら大学 へ の 認

証評価制度の 導入 を法定す る に 至 っ たの で あ る 。

皿　現行認証評価制度の 概要

　こ の よ うに現 行の 認証評価 制 度が 成 立 す る に至 る まで に は 、 様 々 な動 きが

あ っ た 。
こ こ で 、 あ らた め て 、 現行 の 認証評価制度 を見 る こ と に しよ う。

　 1　 認証評価制度の 構成

　自己点検 ・評価制度につ い て は
、 平成11年以来 、 文部科学省令 で ある改 正

設置基準 が定 め て い る とこ ろ で あ っ たが 、 学教 法69条の 3は 、 「大学 は 、 そ の
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教 育研 究水準の 向上 に 資す る ため 、 文部科学大臣の 定め る とこ ろ に よ り、 当

該大 学の 教 育及び 研究 、 組織及 び運営並 び に施設及 び設備 （次項 にお い て

「教育研 究等」 とい う。）の 状況に つ い て 自ら点検及 び評価 を行い
、 その 結果

を公 表す る もの とす る」（1項） と法定 した 。

　そ して 、 認証評価制度 につ い て 、 法は 大学に 対 し 、 「当該大学の 教育研究

等の 総合 的な状況 に つ い て 、政 令で 定め る 期間 ご とに 、 文部 科学 大臣の 認証

を受けた 者 （以下 「認証評価機 関」 とい う。） に よる 評価 （以 下 「認証評価」

とい う。 ） を受け る」（2項）こ とを要求 して い る 。 こ の 政令で 定め る期間は 、

学校教 育法施行令 （以下 、 「学教法令」 とす る。 ）40条が 、 「7年以 内」 と設定

して い る 。

一
方、 認証評価機関の 要件につ い て は 、 69条の 4第 1項及 び2項で

規定 して い る 。

　 2　認証評価制度の 手続 き面 か ら

　 こ こで 、 認証評価制度 を実際の 手続き面か ら再度見て み よ う。

　大学 は 自己点検 ・評価 （学教法69条の 3第1項）を行 う。 そ の 自己点検 ・評

価 を もとに 、 大学 は 7年 に
一

度 （学教法令40条）、認証評価機 関 に認証評価 を

受け る こ とを求め 、 認証評価 機関 は 、 独 自に定め る基準 に した が っ て 認証評

価 を行 うこ と と な る 。 （学教法69条 の 3第4項）

　 で は 、 こ の 認証評価制度 の 手続 き上 の 認証評価基 準 とは 、 い か な る もの で

ある の か 。 それ は 、 学校教育法69条の 4第2項 に規定す る 基準 を適用 す る に 際

して必要な細目を定め る省令 （平成16年3月12日文部科 学省令7号）にお い て 、

  設置基準 に 適合 （1条1項1号）、   特色 ある教 育研 究 の 進展 に 関す る評価項

目の 設定 （1条 1項 2号）、   実地調査 （1条1項4号）、   設 定すべ き評価項 目

（1条 2項）、   認 証評価 の 業務 に 従事 す る者 （2条 1項）等 が 定 め られ て い る 。

認証 評価機 関が こ の 基準等 を変更 しよ うとす る場合 に は 、 「あ らか じめ 、 文

部科学大臣 に届 け出」（学教法69条の 4第5項）す る こ と を求 めて い る 。
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　認証評価機 関は 認証評価 を行 っ た 後 、 「遅滞 な く、 その 結 果 を大学 に通 知

す る と と もに 、 文 部科学大 臣の 定め る と こ ろ に よ り、 こ れ を公表 し、 か つ
、

文部科学大臣に報告」（学教法69条の4第4項）す る こ と を義務づ けて い る 。

　 3　認証評価の 結果

　もし、 認証評価機関に よる認証評価手続 きの 過程 に お ける 評価 （案）や 最

終的 な評価結果が 基準 を満 た さな い と判断 された場合、 大学は ど う対処する

こ とが で きるの か 。

　本 学が 認証評価 を受 ける こ とを想定 して い る基 準協会の 申立制度を参考 に

しなが ら、 認 証評価手続 きの 過 程 に お ける評価 （案） と最終的 な評価 結果 に

分 けた うえで 、 概 観 して み よ う。

　基準協会で は 、 大学が 申請す る 資料 に基づ き分科会ご と に書面審査 を行 い
、

「分科会報告書 （案）」 を作成 し、 そ の 内容 に基 づ き大学 に お ける 実地視 察 を

行 う。 各分科会は
、 そ の 視察 結果 を反 映 し 「分 科会報告書」 を と りま とめ 、

大学 評価委員会 に提 出す る 。 大学評価委員会 は 、 そ の 厂分 科会報告書 」 に基

づ き、 「評価結果 （委員会案 ）」 を作成 し、 大学 に 送付 す る の で ある 。 そ の 評

価結果 に対 し 、 大学 は 、 当該評価結 果 を受領 して か ら 1 ヵ 月以 内で あれ ば意

見 申立 を行 うこ とが で きる 。

　基準協会は 、
こ の 意見申立 を検討 し 、 最終 「評価結 果」 の 公表 を行 う。 こ

の 評 価結果 が 、 大学基 準 に 適合 して い る か 否か の 判定に お い て 、 「適合 して

い ない 」、 あるい は 、 「保留」 と判 断 され た大学 は 、 2 週 間以 内 に異議 申立 委

員会 に異議申立 を行 うこ とが で きる 。 異議 申立委員会は 、 そ の 申立 を検討 し

た うえで 「審査 結果報 告書」 を と りま とめ 、 基準協会理 事会に提 出す る 。 理

事会 は 、 当該報 告書 に基づ き 「評 価結果」 を再度審議 し 、 理 事会 に は か り、

理事会承認の 「評価結果」 を作成 し、 公 表す る 。
こ の 理事会承認 の 評価結果

に対 して は 、 大学 は再度異議 を申 し立 て る こ とは で きな い 。
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　4　勧告及 び学校閉鎖命令 （学教法13条及 び15条）

　先述の とお り、 認証評価機関は認証評価を行 っ た後 、 その 結果を 厂公表 し 、

か つ 、 文部科学大臣に報告」（学教 法69条 の 4第4項）す る こ とを義務づ けて

い る 。

　その 報告 を受けた文部科学大臣は どの よ うに 対応 す る の か 。 文部科学 大 臣

は 、大学の 設備、授業その 他 の 事項 に つ い て 「法令の 規定に 違反 して い る と

認 め 」 （学教 法 15条 1項） た 場 合 、 必 要 な措 置 を と るべ きで あ る と 「勧告」

（学教 法15条1項）する こ とが で きる。 加えて 、 当該改善勧告 に基づ き大学側

が 当該事項に改善する こ とが で きない 場 合 に は 、 その 「変 更 を命ずる」 （学

教 法 15条 2項） こ とが で きる 。 さ ら に 、 そ の 変更命令 に よ っ て もなお 、 改善

され ない 場 合 に は 、 「組織 の 廃止 を命ず る」 こ とが で きる の で ある
。 （学教法

15条3項）こ の 変更命令 とい う中間 的手続 きをは さむ こ とに よ っ て 、 学校 閉

鎖命令 に至 る 事前処置の 明確化 が は か られ た 。

6）も っ と も、 こ れ らの 改正 は 、

学教法 4条が 、 設置廃止等の 認可 に つ い て 、 規制緩和 した 「学位 の 種 類及 び

分野 の 変更を伴わ ない もの 」及び大学の 学部等の 「廃 止」の 「届 け 出」事項

（2項 1号及 び2号） と した こ と に対す る事後 チ ェ ッ クで あ る とい える 。

　 しか し、
こ の 評 価結果 に基づ き、 文部科学大臣が直ち に 、 大学 に 「勧告」

（学教法15条）や 「学校 閉鎖命令」 （学教法 13条）を行 うの で あ ろ うか 。 中教

審平成 14年答 申は 、 「設置 認可 を弾 力化 し大学 が 自らの 判 断で 社会 の 変化等

に対応 した教育研究活動 を展 開で きる よ うにす る と と もに 、 設置後の 状況 を

第三者が 客観的な立 場 か ら継続的に評価 を行う体制 を整備」 す る こ とを求め

て い る が 、 「評価 機 関 の 基 準 に 達 せ ず、適 格認定 され なか っ たよ うな場 合で

も、 当該大学は 、 それを理 由に 国か ら行政処分 を課 され る こ と とな る もの で

は な い 」 と し 、 設 置認 可 を 「事 前 規 制 」、 認 証 評 価 を 「事後 チ ェ ッ ク 」 と

と らえる こ とには 、 答申にお い て も自己矛盾が ある 。

7＞で は 、認証評価機 関

は 、
こ の 文部科学大臣 へ の 報告 を ど うと らえて い る の か 。

こ の 点 に つ い て 、
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基準協 会 は 、 こ の 学教法69条の 4第4項に基 づ く 「報告」か ら直接 「勧告」 や

「学校閉鎖命令」に 導か れ る もの で は ない と して い る 。

8）

N 　認 証評価制 度の課題 一 そ の 目的を中心 に 一

　大学にお い て認証評価 を導入 した 当初 は 、 評価 そ の もの に対 す る誤 解や 無

関心が前面 に 出て い た 。 最近 まで 、 実際に評価 を行 うに あ っ て も、 そ の 目的

は 、 い わば 「評価の た め の 評価」 とい う程 度で しか 成 りえなか っ た 。 学教法

で 認証評価制度が法定 され て は じめ て 、 大学 の 意識は 変化 した と言えよ う。

　あ らた め て 、
こ の 認 証評価制度 は 何 を 目的 と して い る の か と問 うな らば

、

制度 の 胚 胎 して い る もっ と も大 きな課 題 に あ げ られ るそ の 目的 の あ い まい 性

か ら、
こ の 問い に対 す る 回答を 明確 に す る こ とがで きない と言 わ ざる を得 な

い
。 そ もそ も 、 学教法は 、 自己点検 ・評価制度の 目的を 「教育研 究水準の 向

上 」 （学教法69条の 3第1項） と して い るが 、 認証評 価制度 の 目的 に は 触 れ て

い ない の で あ る 。 で は
、 認証評価制度の 目的は どこ に 求め る こ とがで きる の

だ ろ うか 。 先 に 述べ た とお り、 学教法改正 の も ととな っ た 中教審平成 14年答

申は 、 「（認証評価機 関の ）基準 を満 た す もの か どうか」 とい う適格認定 を第

一
の 目的と して い た の で ある 。

9＞

　 こ の 目的の あ い ま い 性 に つ い て 、 認証評価制度 に先立 ち 自己点検 ・評価制

度が先行 した こ とを背景 と して 、 山崎［2006，p ．91］は 、 まず 、 自己点検 ・評価

に つ い て 、 「第三 者 評価 と切 り離 し され た形 で 自己点検 ・評価 の 部 分 だ けが

先 に導入 され た ため 、 なぜ 認証 評価 は 自己点検 ・評価 を基本 とす る の か 、 認

証評価 と 自己点検 ・評価 は どの よ うな関係 にある の か とい う基本的な こ とが

あい まい な まま今 日に至 っ て い る 。
こ うい っ た状況 の 中で 、 認証評価制度が

法的義務 とな り、
こ れ に合 わせ た 自己点検 ・評価 、 も し くは そ の 報告書 が求

め られ る よ うに な っ た こ とが 、 自己点検 ・評価 を形式的な もの と し、 実行性

を低 くし て い る」 と と らえ、 「大学 は 評価機関が提 示す る評 価項 目を 、 評価
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基準 に照 らして 評価する こ とが 自己点検 ・評価で はない と 、 自己点検 ・評価

に対す る考 え方を変 える必要が ある」 と指摘す る 。 その うえで 、 認証評価制

度 と 自己点検 ・自己評価制度 を有機的 につ な ぐた め に 、 「認証 評価 は組織評

価 で あ り静的な評価で ある 。

一
方 、 自己点検 ・評価 は本来 、 動的な評価 で あ

り、 大学経営の 問題 を解決 す るた め の 活動で ある 。 大学は 2 つ の 評価が 異な

る 性質を持つ もの で ある こ とを明確 に認識 し 、 その 上で 2 つ の 評価をス ム ー

ズ に 結びつ ける こ とが必要で あ る」 と述べ て い る 。

10）

　現状にお い て評価 され る大学に と っ て は 、   大学 にお ける教育研究 な どを

中心 と した諸活動の 改善 、   社 会的 な説 明責任遂行で ある 11） と理解 し、 「評

価の 『定義上 の 前提 』 と して 知的に 受 け入 れ る 」 こ とが必 要 で あ ろ う。

12）

「真摯な評価 を実施す る こ とに よ り、 い ろ い ろ な方策に よ っ て 他律的に 強制

され ない 自律性 を 、 大学が 取 り戻 す」 こ と に よ っ て 、 「大 学が新 しい 『知』

の 創造 、継承、発展 に貢献す る」 こ とが で きるの で あ る 。

13）

V 　大学に お い て認証評価制度をどう生 か す こ とが で き るの か

　　　　　一 自己点検 ・評価制度 との 関係 をも とに 一

　こ こ まで 認証評価制度 を概 観 し 、 制度の 目的を 中心 に その 課題 を明 らか に

して きた 。 そ れで は 、 こ の 課 題 を踏 まえ 、 大学 に お い て こ の 制 度 を どう生 か

して い くこ とがで きるの か 。

　「大学は 、 認証評価制度 を評価 の た め の 評 価 と して は な ら ない 」 と多 くの

論者 に よ っ て 警鐘 され て い る 。

14）認証評価制度 にお け る認証 評価機 関の 評

価 は、 「大学が行 っ た 自己点検 ・評価 の 結果」で あり、 「教育研究活動」 それ

自体 を評価 して い るの で は な い とい う指摘 15）は 、 ま ず自己点検 ・評価 制度

が あ り、そ の うえ で 適格認定 と して の 認証評 価制 度が あ る と と らえるべ きで

あろ う。 認証評価制度 を確立 させ る た め に も、 大学 にあ らため て 自己点検 ・

評価制度に し っ か りとした軸足 を置 き、 大学改善 の ため の 点検 ・評価 を行い
、
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社会的な説明責任の 遂行 と して 公表す る こ との 重要性を指摘 して い るの で あ

る 。

　認証 評価 制度 がその 目的 を適格認定 と し 、 そ の 最低基準を満足すれ ば大学

と して 認め られ る の で あれ ば 、 大学 自体が 金太郎 飴化 して しまい
、 そ れ ぞ れ

の 大学 の 存在意義が な くなる 。 そ の よ うに な らない ため に も、 認証評価 制度

の 前提 となるべ き自己点検 ・評価制度 に重点を置 き、 継続 的な点検 ・評価 が

求め られ る の で ある 。

　 で は 、 認証評価 制度 に お い て 、 大学は 自己点検 ・評 価制度 を ど う位 置づ け

るべ きか 。 先 に 触れ た とお り、 認証評価制度 にお ける認証評価機関の 評価 は 、

「教 育研究 活動」 そ れ 自体 を評価 して い る の で は な く、 「大 学が行 っ た 自己 点

検 ・評価 の 結 果」 に対 し、 機関が 独 自に 定 め る基準 に した が っ て 行 う もの で

あ る
。 そ の うえで 、 大学 は認証 評価機 関が独 自に定め る基準 をベ ース に しな

が ら も、 継続 的 に 自己点検 ・評 価 を可 能 な 限 り、 広 く深 く行 うこ とが 必 要で

あろ う。

　 これ まで 大学側 が 買い 手市場で あ る時代 に は 、 大学 の 立 地 ・地域性 な どの

所与要件 に そ れ ほ ど関 わ りな く大学選 びの 判断基準 で あ る偏差 値が
一

律 に 機

能 して い た 。 しか し 、 大学全 入 時代が 到来 した今 、 従前の 外部評価の ひ とつ

で あ る偏差値 を補正 す る た め に、 こ れ らの 所 与要件 に 大学独 自の 付加価値を

つ け 、 それ をい か に伝達する こ とが で きる か とい うこ とが課題 で あろ う。

　 こ の 認 証評価制 度 の
一

環 と して 自己点検 ・評価制度を機能 させ る に は 、 自

己点検 ・評価報告書 と既存 の 外部評 価 た る偏差 値 との 齟齬 を補 正 す る 機能 を

持 たせ る必 要が あ る と思 量する 。 自己点検 ・評価 制度 を 、 大学の 規模 、 立

地 ・地 域性 な どの 所与要件 をい か に取 り込 み 、 強味に して い る の か 、 そ して

そ の うえで 大学が 改善 して い くべ き課題 は 何か とい うこ とを 自己点検 ・評価

し 、 公表す る とい う制度で ある ととらえる ならば 、 自己点検 ・評価制度 にお

ける産物 た る 自己点検 ・評価報 告書 は 、 む しろ受験 生 の 既存 の 大学選 び の 判
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断基準 として 根強 く存在する偏差値 と実際の 大学教育 との 齟齬 を補正す る と

い う戦略的な機能 を持ち合わ せ る よ うに すべ きで あ る 。 も っ と も、 自己点

検 ・評価報告書 自体が受験 生 を は じめ とす る関係者が 情報 と して 得た い と思

える よ うな形 態 とな っ て い る とは言い 難い
。 さ しあた り、 強味 となるべ き事

項の 抜粋版や リー
フ レ ッ トな どの 作成が考え られ よ うが 、

こ の 点 につ い て は、

さ らに 検討を要す もの で あろ う。

　また 、 こ の よ うな視点 で 、 認証評価制度 の
一

環 と して 自己 点検 ・評 価 を行

う過程 で の 産物 に も期待 したい
。 自己点検 ・評価 を行 うにあ た り全教 職員が

多岐にわ た っ て 自学を点検す る こ とは 、 自学 を よ り深 く知る機会 を与 える こ

と とな る 。 教職員に と っ て は周知さ れて い る と思 わ れる 事項が 、 所属する学

部 ・学科 ・ 部署等が異なれ ば意外に も周知 されて い な い こ と も少な か らずあ

ろ う。 事項の 表面 的 な知識 は あ っ て も、 内容 まで 理解す る に は至 っ て い ない

場合 もあろ う。 己 を知 る とい うこ とが どれ ほ ど難 しい こ とか 、 ま して や そ れ

を他者 （た と えば 、 在学生 は もと よ り、 その 保護者 、 ある い は 受験生 や 高校

教 員な ど）に伝 える とな る とさ らに難 しい もの で ある 。 そ の よ うな視点か ら

の 取 り組み は 、 学 内に お ける新 た な議論 を起 こ し、 次の 自己点検 ・評価制度

に つ なが る もの と期待 され る 。 さ らに 、 教 職員 が実際 に学生 や受験生 か らの

相談等 に対応す る 場合 に も 、 学 内の 学生 要覧や 対外 的 な広報 媒体 の 役割 を別

の 角度か ら補完す る役割を果 た す な どの 機 能 に も期待 され る もの で あ る 。

V［ お わ りに あた っ て

　こ れ まで 見て きた とお り、 認証評価制度に 関 して 、 認証評価 され る側で あ

る 大学は もと よ り、 その 制度 自体 に も多くの 課題 を胚 胎 して い る 。 そ こ で 、

制度 自体の 議論 と同時に、 大学全入 時代 な ど大学 を取 り巻 く環境 は 、 認証評

価制度自体 に関す る議論 を視野 に入 れ な が らも、 認証評価 制度導入 を所 与 と

して 、 大学が戦略的に制度 を取 り込 み 生 か して い くた め の 議論展 開 を大学 に
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求め て い る と現段階で は理 解すべ きで あろ う。

本稿 が 、 本学 にお ける 認証評価 制度を ど う生 か す こ とが で きる の か とい う

こ と を検討する うえで
、 そ の 議論の 嚆矢 とな る こ とがで きれ ば 、 本稿の 最低

限の役 割 を果た した と考 え たい 。
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青木宗也［1gg5，p．382］

青木宗也［1995 ，pp ．3−4］

川 口 昭彦［2006，p ．25］は、平成10年を 「大学が 厳格な自己評仙 に なかなか踏み 込め ない こ とへ

の 不満 か ら 、 評価に対す る大学教員 の 意識改革 の 必 要性が問 わ れ始 め た」年 で あ る と して 、

大学審 平成 10年答申を設置基準 の 大綱化 の 思想 の 「先鋭化」 で あ り、「多元的 な評価 シ ス テ

ム 」を 「大学改革 の 取組 を実 効あ る もの とす る た め に 必要不可欠 な仕掛け と位置づ けて い る」
と述 べ て い る 。

独立行政法人大学評価 ・
学位授与機構サ イ ト

【http；f！www ．niad ．ac ．jp／n＿kikou／enkaku ！index．htrn1】（最終ア ク セ ス ：2007年11月30日3：32）
参照

早田幸政 ・船戸高樹［2007，p．11］
舘日召［2007，P．98］

舘昭 ［2007，p．102］は、こ の 点 に つ い て 設置認可 と認証評価 との 関係の あ い まい 性 か らの 問題
で ある と指摘 して い る 。

「第47回 大学教員 セ ミナ ー 『大学改革と教育の 質保証』」 （平 成19年9月 11 ・12日）（主催 ：財

団法人大学セ ミ ナ
ーハ ウ ス ）に おい て 、 筆者の問 い に対する 基準協会前田早苗氏 より得 た回

答で あ る 。

舘H白［2007，p．114亅
山崎そ の ［2006，p．91亅
川 口 昭彦［2006，PP．13−19］

関口 正 司［2004 ，p ．5］

川 1．［昭彦［2006 ，P．t4］

こ の 点 に つ い て は、さ しあ た り、新堀通也［1993，pp．91・108］が あiデら れ よ う。 また 、天野郁

夫［2004 ，pp ．123−126］は、「大学とい う12世紀以来の長 い 歴史 を持 つ 、自治 と学 問 の 自由を社

会か ら認め られ て きた組織体 の 活性化に とっ て」ふ さわ しい 評価 の あり方は、「大学の 、大

学人 に よ る大学 の ため の 評価」が も っ とも望ま しい と述べ る 。

山崎そ の ［2006，p．96］
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